
５．貸借対照表

貸  借  対  照  表

第一生命保険相互会社

（単位：百万円）

平成15年度 平成14年度 平成15年度 平成14年度

276,247     506,373     26,523,349  26,770,727  

1,317       1,392       313,187     165,943     

274,929     504,981     25,796,310  26,129,591  

337,000     181,000     413,851     475,191     

- 29,982      682         614         

486,270     341,256     52,845      -

2,191       2,352       941,080     856,999     

20,388,505  19,454,618  419,107     417,640     

5,262,390   5,830,480   130,088     100,133     

1,259,722   1,597,113   28,494      630         

3,032,811   3,044,057   207,309     106,443     

4,568,534   3,695,455   36,749      42,435      

5,910,999   5,030,647   8,220       9,807       

354,047     256,864     64,541      68,221      

6,369,732   6,266,781   35,372      43,010      

737,963     770,815     - 140         

5,631,769   5,495,966   6,682       62,729      

一 般 貸 付 金 5,604,032   5,467,314   1,095       1,846       

信 託 貸 付 金 27,736      28,652      3,232       3,959       

1,276,027   1,343,828   186         -

753,271     776,364     420,889     394,947     

507,375     551,849     - 8,610       

7,941       9,634       - 677         

7,439       5,979       25,921      -

93          242         167,453     87,453      

543,471     549,673     - 0

62,111      154,588     48,946 -

6,996       7,042       3,281       2,509       

154,255     145,214     526         556         

45,704      46,265      28,184,976  28,123,097  

6,410       8,881       

3           - 230,000     230,000     

114,210     12,649      70,000      70,000      

12 0 248         248         

13,578      25,126      327,958     276,958     

140,189     149,905     3,700       3,500       

- 282,255     225,881     198,165     

526         556         基 金 償 却 準 備 金 171,500     150,000     

▲ 26,934 ▲ 47,965 危 険 準 備 積 立 金 43,139      43,139      

▲ 276 ▲ 395 社会公共事業助成資金 9           9           

保 健 文 化 賞 資 金 32          32          

緑 の デ ザ イ ン 賞 資 金 15          13          

不 動 産 圧 縮 積 立 金 5,516       4,871       

不動産圧縮特別勘定積立金 5,568       -

別 途 積 立 金 100         100         

98,377      75,292      

(98,681) (56,109)

5,816       4,447       

833,856     205,808     

1,467,880   787,463     

29,652,857  28,910,560  29,652,857  28,910,560  

そ の 他 負 債

責 任 準 備 金

社 員 配 当 準 備 金

再 保 険 借

社 債

前 受 収 益

預 り 金

債券貸借取引受入担保金

未 払 金

未 払 費 用

借 入 金

未 払 法 人 税 等

金 融 派 生 商 品

そ の 他 の 負 債

繰 延 ヘ ッ ジ 利 益

仮 受 金

再 保 険 貸

そ の 他 資 産

未 収 金

預 貯 金

コ ー ル ロ ー ン

債 券 貸 借 取 引 支 払 保 証 金

買 入 金 銭 債 権

不 動 産 及 び 動 産

土 地

金 銭 の 信 託

偶 発 損 失 引 当 金

繰 延 税 金 負 債

証 券 取 引 責 任 準 備 金

価 格 変 動 準 備 金

有 価 証 券

地 方 債

国 債

社 債

株 式

外 国 証 券

建 設 仮 勘 定

そ の 他 の 証 券

一 般 貸 付

再 評 価 に 係 る 繰 延 税 金 負 債

先 物 取 引 差 金 勘 定

前 払 費 用

基 金

未 収 収 益 支 払 承 諾

預 託 金 負　債　の　部　合　計
先 物 取 引 差 入 証 拠 金 （ 資 本 の 部 ）

貸 倒 引 当 金

支 払 承 諾 見 返

繰 延 税 金 資 産 任 意 積 立 金

再 評 価 積 立 金

剰 余 金

損 失 て ん 補 準 備 金そ の 他 の 資 産

投 資 損 失 引 当 金

預 り 保 証 金

先 物 取 引 差 金 勘 定

貸 付 金

保 険 約 款 貸 付

仮 払 金

繰 延 ヘ ッ ジ 損 失

基 金 償 却 積 立 金金 融 派 生 商 品

科 目 科 目

現 金 支 払 備 金

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）

現 金 及 び 預 貯 金 保 険 契 約 準 備 金

退 職 給 付 引 当 金

建 物 債 権 売 却 損 失 引 当 金

動 産 土 地 買 戻 損 失 引 当 金

当 期 未 処 分 剰 余 金

（ 当 期 純 剰 余 ）

土 地 再 評 価 差 額 金

株 式 等 評 価 差 額 金

資　本　の　部　合　計

資 産 の 部 合 計 負 債 及 び 資 本 の 部 合 計

－１８－ 第一生命保険相互会社



－１９－                          第一生命保険相互会社 

 

   （貸借対照表の注記） 

１ 有価証券（預貯金・買入金銭債権のうち有価証券に準じるもの及び金銭の信託において信託財

産として運用している有価証券を含む）の評価は、売買目的有価証券については時価法（売却原

価の算定は移動平均法）、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、

「保険業における「責任準備金対応債券」に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」（日本公

認会計士協会業種別監査委員会報告第２１号）に基づく責任準備金対応債券については移動平均

法による償却原価法（定額法）、子会社株式及び関連会社株式（保険業法第２条第１２項に規定

する子会社及び保険業法施行令第２条の３第２項に規定する子法人等のうち子会社を除いたも

の及び関連法人等が発行する株式をいう）については原価法、その他有価証券のうち時価のある

ものについては３月末日の市場価格等（国内株式は３月中の市場価格の平均）に基づく時価法（売

却原価の算定は移動平均法）、時価のないものについては取得差額が金利調整差額と認められる

公社債（外国債券を含む）については移動平均法による償却原価法（定額法）、それ以外の有価

証券については移動平均法による原価法によっております。なお、その他有価証券の評価差額に

ついては、全部資本直入法により処理しております。 

２ デリバティブ取引の評価は、時価法によっております。 

３ ヘッジ会計の方法は「金融商品に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会 平成

１１年１月２２日）に従い、主に、一般貸付の一部および公社債の一部に対するキャッシュ・フ

ローのヘッジとして金利スワップの特例処理および繰延ヘッジ、外貨建一般貸付については為替

の振当処理、また外貨建債券の一部に対する為替変動に係る価格変動リスクのヘッジとして時価

ヘッジを行っております。 

なお、ヘッジの有効性の判定は、主に、ヘッジ対象とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動お

よび時価変動を比較する比較分析によっております。 

４ 不動産及び動産の減価償却の方法は、建物（建物附属設備、構築物は除く）については定額法

により、建物以外については定率法によっております。なお、動産のうち取得価額が１０万円以

上２０万円未満のものについては、３年間で均等償却を行っております。 

不動産及び動産の減価償却累計額は、６３２，２９６百万円であります。 

５ 外貨建資産・負債（子会社及び関連会社株式は除く）は、決算日の為替相場により円換算して

おります。なお、子会社及び関連会社株式は、取得時の為替相場により円換算しております。 

６ 貸倒引当金は、資産の自己査定基準および償却・引当基準に則り、次のとおり計上しておりま

す。 
破産、民事再生等、法的形式的な経営破綻の事実が発生している債務者（以下｢破綻先｣という）

に対する債権および実質的に経営破綻に陥っている債務者（以下｢実質破綻先｣という）に対する

債権については、下記直接減額後の債権額から担保ならびに保証等による回収可能見込額を控除

し、その残額を計上しております。 
また、現状、経営破綻の状況にはないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債

務者に対する債権については、債権額から担保ならびに保証等による回収可能見込額を控除し、

その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認められる額を計上しております。 

上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等を債

権額に乗じた額を計上しております。 

  すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、関連部署が資産査定を実施し、当該部署から

独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行って

おります。 

なお、破綻先および実質破綻先に対する担保・保証付債権については、債権額から担保ならび

に保証等による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直

接減額しており、その金額は１１，５１０百万円であります。 
７ 平成１２年８月に実施した住宅ローンの証券化（当期末の原債権残高１３８，３６２百万円）

に伴い、当社が保有する受益権（２７，７３６百万円）については、信託貸付金として貸借対照

表に表示しております。なお、貸倒引当金については、現存する原債権残高の総額を対象として

算定しております。 



－２０－                          第一生命保険相互会社 

８ 退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職給付に係る会計基準（「退職給付に係

る会計基準の設定に関する意見書」平成１０年６月１６日企業会計審議会）に基づき、当期末に

おいて発生したと認められる額を計上しております。 
退職給付債務に関する事項は次のとおりであります。 

 

(1) 退職給付債務及びその内訳 
イ   退職給付債務                            ▲５５１，３１２百万円 
ロ   年金資産                                    ８６，４３９百万円 

ハ   未積立退職給付債務（イ＋ロ）            ▲４６４，８７３百万円 

ニ   会計基準変更時差異の未処理額                ２４，９０６百万円 

ホ   未認識数理計算上の差異                  ５２，６７８百万円 

ヘ   未認識過去勤務債務                      ▲  ３３，６０１百万円 

ト   貸借対照表計上額純額（ハ＋ニ＋ホ＋ヘ）  ▲４２０，８８９百万円 

チ   前払年金費用                                              －  

リ   退職給付引当金（ト－チ）                ▲４２０，８８９百万円 

 

(2)  退職給付債務等の計算基礎 
イ   退職給付見込額の期間配分方法                 期間定額基準 
ロ   割引率                                      ２．６％ 
ハ   期待運用収益率                                 ２．６％ 
ニ   会計基準変更時差異の処理年数                     ５年 
ホ   数理計算上の差異の処理年数                  翌期より１０年 
ヘ   過去勤務債務の額の処理年数                      １０年 

 
９ 偶発損失引当金は、保険業法施行規則第３２条の１４の規定に基づく引当金であり、不動産先渡

契約等に関し将来発生する可能性のある損失を見積もり、必要と認められる額を計上しております。 

１０ 投資損失引当金は、資産の自己査定基準および償却・引当基準に則り、取引所の相場のない有価

証券等の評価について、将来発生する可能性のある損失見込額を計上しております。 

１１ 価格変動準備金は、保険業法第１１５条の規定に基づき、株式等の帳簿価額を基準として算出し

た金額を計上しております。 

１２ 消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、資産に係る控除対

象外消費税のうち、税法に定める繰延消費税については、前払費用に計上し５年間で均等償却し、

繰延消費税以外のものについては、発生事業年度に費用処理しております。 

１３ 責任準備金は、保険業法第１１６条の規定に基づく準備金であり、保険料積立金については次の

方式により計算しております。 

           (1)標準責任準備金の対象契約については金融庁長官が定める方式（平成８年大蔵省告示 第４

８号） 

           (2)標準責任準備金の対象とならない契約については平準純保険料式 

１４ その他資産に計上している自社利用のソフトウェアの減価償却の方法は、利用可能期間に基づく

定額法により行っております。 

１５ 貸付金のうち、破綻先債権、延滞債権、３カ月以上延滞債権および貸付条件緩和債権の額は、４

９，９４３百万円であります。なお、それぞれの内訳は以下の通りであります。 

貸付金のうち、破綻先債権額は２，４５８百万円、延滞債権額は３７，８６８百万円、３カ月以

上延滞債権額は６２３百万円、貸付条件緩和債権額は８，９９３百万円であります。 

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由に

より元本又は利息の取立て又は弁済の見込がないものとして未収利息を計上しなかった貸付金（貸

倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸付金」という。）のうち、法人税法施行令（昭

和４０年政令第９７号）第９６条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定
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する事由が生じている貸付金であります。 

延滞債権とは、未収利息不計上貸付金であって、破綻先債権および債務者の経営再建又は支援を

図ることを目的として利息の支払を猶予した貸付金以外の貸付金であります。 

３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日を起算日として３カ月以上

延滞している貸付金で破綻先債権および延滞債権に該当しないものであります。 

貸付条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息

の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他債務者に有利となる取り決めを行ったもので、破綻

先債権、延滞債権および３カ月以上延滞債権に該当しない貸付金であります。 
６にあげた取立不能見込額の直接減額により、破綻先債権額は２，３１８百万円、延滞債権額は

９，１９１百万円それぞれ減少しております。 
１６ 特別勘定の資産の額は、１，３９４，６４０百万円であります。なお、負債の額も同額でありま

す。 

１７ 子会社に対する金銭債権の総額は４６，４２９百万円、金銭債務の総額は３，３９９百万円であ

ります。 

１８ 貸借対照表に計上した動産の他、リース契約により使用している重要な動産として電子計算機が

あります。 

１９ 社員配当準備金の異動状況は次のとおりです。 

        前年度末現在高                 ４７５，１９１百万円 

        前年度剰余金よりの繰入額        ４２，３３２百万円 

        当年度社員配当金支払額         １１７，０７３百万円 

        利息による増加等                １３，４０１百万円 

        当年度末現在高                 ４１３，８５１百万円 

２０ 消費貸借契約により貸し付けている有価証券の貸借対照表価額は、４１７，２７９百万円であり

ます。 
２１ 貸付金に係るコミットメントライン契約等の融資未実行残高は、２９，１６１百万円であります。 

２２ 保険業法施行規則第２４条の２第２項第２号に規定する純資産の額は、８３８，１７６百万円で

あります。 

２３ 借入金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金１

３０，０００百万円が含まれております。 

２４ 負債の部の社債５２，８４５百万円は、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付

された外貨建劣後特約付社債であります。 

２５ 繰延資産の処理方法は以下の通りであります。 

(1) 社債発行費用 
      支出時に全額費用として処理しております。 

(2) 社債発行差金 
 社債発行差金はその他の資産に計上し、社債償還期限までの期間に対応して均等償却しており

ます。 
２６ 外貨建資産の額は、５，１２５，３６４百万円であります。（主な外貨額２６，５７９百万米ド

ル、１４，４１５百万ユーロ） 

２７ 金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律附則第１４０条第５項の規定に基づ

き生命保険契約者保護機構が承継した旧生命保険契約者保護基金に対する当年度末における当社

の今後の負担見積額は１１，６９９百万円であります。なお、当該負担金は拠出した年度の事業費

として処理しております。 
保険業法第２５９条の規定に基づく生命保険契約者保護機構に対する当年度末における当社の

今後の負担見積額は、６２，６１７百万円であります。なお、当該負担金は拠出した年度の事業費

として処理しております。 

２８ 子会社の株式は、１１，３０７百万円であります。 

２９ 繰延税金資産の総額は、４３６，７０８百万円、繰延税金負債の総額は、４８５，６５４百万円

であります。 



－２２－                          第一生命保険相互会社 

繰延税金資産の発生の主な原因別内訳は、保険契約準備金１８６，７９６百万円、退職給付引当

金１４３，７１７百万円、価格変動準備金６０，４００百万円および貸倒引当金１１，２９４百万

円であります。 

繰延税金負債の発生の主な原因別内訳は、その他有価証券に係る評価差額金４７０，４７０百万

円であります。 

なお、繰延税金負債は繰延税金資産を控除した金額にて計上しております。 

当期における法定実効税率は３６．０７％であり、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等

の負担率との間の差異の主なものは、社員配当準備金であります。 

３０ 担保に供されている資産の額は１６１，６２４百万円であります。また、担保付き債務の額は 

８８百万円であります。 

３１ 土地の再評価に関する法律（平成１０年３月３１日公布法律第３４号）に基づき、事業用の土地

の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金

負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として資本の部に計

上しております。 

          ・再評価を行った年月日  平成１３年３月３１日 

          ・同法律第３条第３項に定める再評価の方法 

              土地の再評価に関する法律施行令（平成１０年３月３１日公布政令第１１９号）第２条第

１号に定める公示価格及び第２条第４号に定める路線価に基づいて、合理的な調整を行って

算出。 

       同法律第１０条に定める再評価を行った事業用土地の当年度末における時価の合計額と当 

該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額 ７９，９５５百万円 

３２ 個人保険および個人年金保険からなる小区分（但し一部保険種類を除く）に対応した円建債券の

うち、デュレーションコントロールを目的として保有するものについて「保険業における「責任準

備金対応債券」に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員

会報告第２１号）に基づき、責任準備金対応債券に区分しております。 

    責任準備金対応債券の当期末における貸借対照表計上額は、１，６６５，８１５百万円、時価は 
      １，６９６，５９３百万円であります。 
３３ 保険業法施行規則の改正により、従来の「当期剰余」は、当年度から「当期純剰余」として表示

しております。 

 
 


